
労災年金額の改定について 

  

「給付基礎日額の最低保障額」、「スライド率」及び「年金給付基礎日額の年齢階層

別の最低・最高限度額」が改定されました。 
（平成２１年７月２８日、厚生労働省告示第３８０号、第３８１号及び第３８２号） 

 
１ スライド制の趣旨 

  労災保険の給付は、被災した労働者が失った稼得能力を補填することを目的とし

たものです。したがって、被災した時点でその方がどの程度の所得であったかを基

準として、給付の水準が決定されることとなります。 
  しかし、年金のように長期にわたって給付するものについては、被災時の賃金に

よって補償を続けていけば、時間の経過による賃金水準の変動が反映されず、実質

的な稼得能力が正確に反映されないこととなります。 
  スライド制はこのような不都合を回避し、給付水準を適正にするために設けられ

ているものです。 

 
２ スライド率の算定方法 

  上記１の趣旨を踏まえ、労災保険の年金給付については、労災保険法第８条の３

により被災労働者の被災時点の平均賃金額に、スライド率を掛けて算出される額に

給付日数等を掛けた額を、具体的な給付額（以下｢年金額｣という。）としています。

そして、スライド率の算定は、被災時点の賃金水準と算定する年度の前年度の賃金

水準（平成２１年８月１日からの１年間のスライド率であれば、平成２０年度の水

準）を比較して計算します。 
  したがって、前年度より賃金水準が上昇していれば年金額が増加しますが、下降

していれば年金額も減少することとなります。 

 
３ 本年度のスライド率について 

  今回の年金スライド率の改定については、前年に比べて平均で 0.27％減とマイナ

ス改定で、労働者災害補償保険法第 8 条第 1 項の算定事由発生日の属する期間(以
下｢算定事由発生日の属する期間｣という。)の約３分の２において、前年に比べ低

下しています。 

 
  平成２１年８月から、年金額の基となる給付基礎日額等について、次のように改

正が行われました。 
（１）労災年金に係るスライド率の改定 （表１のとおり） 
（２）給付基礎日額の最低保障額の引き下げ 
    ４，０４０円（従前 ４，０６０円） 
（３）年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の改定 （表２のとおり） 

 
  今回、給付基礎日額の最低保障額、労災年金に係るスライド率及び年金給付基礎



日額の年齢階層別の最低・最高限度額が改定されたことによる変更後の給付基礎日

額、年金給付基礎日額は、平成２１年８月分からの年金額の計算に適用されますの

で、平成２１年１０月支払期から変更後の年金額が支払われることとなります。 
  具体的に、支払われる年金額の算定の基礎となる給付基礎日額については次のと

おりとなります。 
  被災労働者の方の被災直前３カ月間の賃金を基礎として計算（その額（スライド

制の適用がある場合にはスライド後の額）が 4,040 円未満であるときは 4,040 円を 
 スライド率で除して得た額）された給付基礎日額に表１のスライド率を乗じて得た

ものが年金給付基礎日額となります。 
  しかし、この年金給付基礎日額が、表２の被災労働者の年齢の属する年齢階層別

区分に応ずる最低限度額を下回る場合には最低限度額を、又は、最高限度額を上回

る場合には最高限度額を年金給付基礎日額とすることになっています。 
  ただし、昭和６２年１月３１日において年金の受給権を有していた方で、給付基

礎日額に表１のスライド率を乗じて得た額が表２の最高限度額を上回る場合には、

従来の額（給付基礎日額に昭和６２年１月３１日時点のスライド率を乗じて得た

額）が年金給付基礎日額となります。 
  なお、今回の改定により年金額等が変更となる方には、労災年金の支給決定を受

けた労働基準監督署から｢変更決定通知書｣により通知されます。 

 
  問い合わせ先 

・ 各労災年金相談所 （お近くの窓口 年金相談所一覧参照） 

 
表１ スライド率表 

（単位：％） 

死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生

が確定した日の属する期間 (算定事由発生日の属する期間) 

年金給付基礎日額に乗ずる

べき率    

昭和２２年９月１日から昭和２３年３月３１日まで ２０，３９６（２０，４５５）

昭和２３年４月１日から昭和２４年３月３１日まで  ７，４１７（ ７，４３９）

昭和２４年４月１日から昭和２５年３月３１日まで  ４，１１２（ ４，１２４）

昭和２５年４月１日から昭和２６年３月３１日まで  ３，５４９（ ３，５６０）

昭和２６年４月１日から昭和２７年３月３１日まで  ２，９０２（ ２，９１０）

昭和２７年４月１日から昭和２８年３月３１日まで ２，５０３（ ２，５１１）

昭和２８年４月１日から昭和２９年３月３１日まで ２，２０５（ ２，２１１）

昭和２９年４月１日から昭和３０年３月３１日まで  ２，０８１（ ２，０８７）

昭和３０年４月１日から昭和３１年３月３１日まで  １，９９０（ １，９９６）

昭和３１年４月１日から昭和３２年３月３１日まで  １，８７７（ １，８８３）

昭和３２年４月１日から昭和３３年３月３１日まで  １，８１２（ １，８１７）

昭和３３年４月１日から昭和３４年３月３１日まで １，７８６（ １，７９１）

昭和３４年４月１日から昭和３５年３月３１日まで  １，６７７（ １，６８２）

昭和３５年４月１日から昭和３６年３月３１日まで  １，５７８（ １，５８３）



昭和３６年４月１日から昭和３７年３月３１日まで  １，４１２（ １，４１６）

昭和３７年４月１日から昭和３８年３月３１日まで  １，２７０（ １，２７４）

昭和３８年４月１日から昭和３９年３月３１日まで  １，１４５（ １，１４８）

昭和３９年４月１日から昭和４０年３月３１日まで  １，０３４（ １，０３７）

昭和４０年４月１日から昭和４１年３月３１日まで    ９４６（   ９４８）

昭和４１年４月１日から昭和４２年３月３１日まで    ８５８（   ８６１）

昭和４２年４月１日から昭和４３年３月３１日まで    ７７３（   ７７５）

昭和４３年４月１日から昭和４４年３月３１日まで    ６８４（   ６８６）

昭和４４年４月１日から昭和４５年３月３１日まで    ５９８（   ６００）

昭和４５年４月１日から昭和４６年３月３１日まで    ５１４（   ５１６）

昭和４６年４月１日から昭和４７年３月３１日まで    ４５１（   ４５２）

昭和４７年４月１日から昭和４８年３月３１日まで    ３９０（   ３９１）

昭和４８年４月１日から昭和４９年３月３１日まで ３２９（   ３２９）

昭和４９年４月１日から昭和５０年３月３１日まで ２６４（   ２６５）

昭和５０年４月１日から昭和５１年３月３１日まで ２２５（   ２２６）

昭和５１年４月１日から昭和５２年３月３１日まで ２０２（   ２０３）

昭和５２年４月１日から昭和５３年３月３１日まで １８５（   １８５）

昭和５３年４月１日から昭和５４年３月３１日まで １７５（   １７６）

昭和５４年４月１日から昭和５５年３月３１日まで １６５（   １６５）

昭和５５年４月１日から昭和５６年３月３１日まで １５６（   １５６）

昭和５６年４月１日から昭和５７年３月３１日まで １４９（   １４９）

昭和５７年４月１日から昭和５８年３月３１日まで １４２（   １４２）

昭和５８年４月１日から昭和５９年３月３１日まで １３８（   １３９）

昭和５９年４月１日から昭和６０年３月３１日まで １３４（   １３４）

昭和６０年４月１日から昭和６１年３月３１日まで １２９（   １３０）

昭和６１年４月１日から昭和６２年３月３１日まで １２６（   １２７）

昭和６２年４月１日から昭和６３年３月３１日まで １２３（   １２４）

昭和６３年４月１日から平成 元年３月３１日まで １１９（   １２０）

平成 元年４月１日から平成 ２年３月３１日まで １１６（   １１６）

平成 ２年４月１日から平成 ３年３月３１日まで １１３（   １１３）

平成 ３年４月１日から平成 ４年３月３１日まで １０８（   １０９）

平成 ４年４月１日から平成 ５年３月３１日まで １０６（   １０６）

平成 ５年４月１日から平成 ６年３月３１日まで １０５（   １０５）

平成 ６年４月１日から平成 ７年３月３１日まで １０２（   １０３）

平成 ７年４月１日から平成 ８年３月３１日まで １０１（   １０１）

平成 ８年４月１日から平成 ９年３月３１日まで ９９（   １００）

平成 ９年４月１日から平成１０年３月３１日まで ９９（    ９９）

平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日まで ９９（    ９９）

平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日まで ９９（    ９９）

平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日まで ９８（    ９８）



平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日まで ９９（    ９９）

平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日まで １００（   １００）

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで １００（   １００）

平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで １００（   １００）

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで １００（   １００）

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで １００（   １００）

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで １００（   ―  ）

（注）（ ）内は、改定前の率です。 

 

表２ 年齢階層別の最低限度額・最高限度額表  

               （単位：円） 

年齢階層の区分 最低限度額 最高限度額 

20 歳未満 ４，５８５（４，２３５) １３，２８４ (１３，３７４)

20 歳以上 25 未満 ５，１２６ (５，０１７) １３，２８４ (１３，３７４)

25 歳以上 30 未満 ５，７９０ (５，８４９) １３，８６８ (１３，５９４)

30 歳以上 35 未満 ６，３６３ (６，５０１)  １６，７４９ (１６，５４２)

35 歳以上 40 未満 ６，８５９ (６，９１７)  １９，４９７ (１９，６９５)

40 歳以上 45 未満 ７，１０４ (７，２１４) ２２，４１１ (２３，１３２)

45 歳以上 50 未満 ７，０３１ (７，０８９)  ２３，９６９ (２４，５７１)

50 歳以上 55 未満 ６，６２７ (６，５９７)  ２４，９５５ (２４，８２６)

55 歳以上 60 未満 ５，９１９ (５，９６５) ２３，５５１ (２３，４０２)

60 歳以上 65 未満 ４，６４４ (４，６４８)  ２０，４０９（２０，７４８)

65 歳以上 70 未満 ４，０４０ (４，０６０)  １４，４５１（１５，２２４)

70 歳以上 ４，０４０ (４，０６０)  １３，２８４ (１３，３７４)

（注）１（ ）内は、改定前の額です。 

   ２ 年齢の計算については、被災労働者の平成２１年８月１日における年齢をもって、

同日から１年間を当該被災労働者の年齢とします。 


